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日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会設立総会 次第

開会

2 町長 (設立発起人代表)あいさつ

3 宮崎県議会議員あいさつ

4 宮崎県剣迫逹盟あいさつ

5 説明事項

説明事項 I 第 81回 国民スポーツ大会・第 26回全国障害者スポーツ大

会の概要について

6 報告事項

報告事項 十 日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会設立趣意書

7 議事

第 1号議案

第 2号議案

日本のひなた宮崎国スポ高千穐町実行委員会会則 (案 )

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会委員名簿 (案 )、

専門委員会名簿 (案 )



今和 6年 10月 21日 (月 )開催

日本のひなた宮崎国スポ
高千穂町実行委員会設立発起人会

発起人名簿
(順不同・敬称略)

役職 氏名

高千穂町 町長 甲斐 宗え

高千穂町議会 議長 坂本 弘明

高千穂町スポーツ協会 会長 甲斐 教也

高千穂町商工会 会長 藤本 浩

一般社団法人 高千穂町観光協会 会長 竹尾 通洋

高千穂町白治公民館連絡協議会 会長 佐藤 則義

高千穂町教育委員会 教育長 戸敷 二郎



説明事項 |

第81回 国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会の概要

I 大会概要

国民スポーツ大会 (国 スポ)は、広く国民の間にスポーツを普及しスポーツ

の精神を高揚して、国民の健康増進と体力向上を図り、併せて地方スポーツの

推進と地方文化の発展に寄与することを目的として、毎年開催されている国内

最大の国民スポーツの祭典です。

全国障害者スポーツ大会 (障スポ)は、障がい者が競技等を通じてスポーツ

の楽しさを体験するとともに、国民の障がいに対する理解を深め、障がい者の

社会参加の推進に寄与することを目的として、毎年開催されている障がい者ス

ポーツの全国的な祭典です。

高千穂町では、正式競技の剣迫およびデモンス トレーションスポーツとして

モルックを行います。

※国民体育大会は、今和 6年に佐賀県で開催される第78回大会以降、国民

スポーツ大会に名称変見され、略称も国体から国スポ (こ くすぽ)と なりま

す。

2 開催年、大会名称、愛称、スローガン、マスコツト

開 催 年 :今和 7年 (2027年 )

大 会 名 称 :第 81回 国民スポーツ大会 。第 26回全国障害者スポーツ大会

愛   称 :日 本のひなた宮崎国スポ 。障スポ

スローガン :紡 ぐ感動神話 となれ

マスコッ ト:みやざき犬

紡 ぐ 感 動 神 話 と な れ
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3 主催

○主催者 :公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省、開催地都道府県

○競技会 :日 本スポーツ協会加盟競技団体、会場地市町村

4 大会の開催時期等

○国民スポーツ大会 今和 9年 9月 26日 (日 )～ 10月 6日 (水 )

○全国障害者スポーツ大会 今和 9年 10月

競技会会期については、今和 6年 +2月 に決定予定

5 今後のスケジュールについて

第 81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会に向けたスケジュール

年  度 主  要  日  程 高 千 穂 町 委 員 会 高 千 穂 町

令和4年度

(2022年 )

【5年前】

開催内定

情報収集

令和5年度

(2023年 )

【4年前】

情報収集・鹿児島県霧島市視察

令和6年度

(2024年 )

【3年前】

会場地総合視察

ロスポ協・文科省

開催決定

情報収集・佐賀県神埼市視察

設立発起人会開催

実行委員会設立

総会等の開催 リハーサル大会実施本部設置

先催県視察

総会等の開催

会場

雛
ロスポリハーサル人々門常γ

先催県視察

本大会実施本部設置

令和7年度

(2025年 )

【2年前】

令和8年度

(2026年 )

【1年 前】

令和9年度

(2027年 )

【開催年】

第8生回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会ド汗弓催

実行委員会解散



6実施予定競技 (宮崎県)

<国 民スポーツ大会>

(I)正式競技 (37競技)

(2)特別競技 (I競技 )

高等学校野球 (硬式および軟式)

(3)公開競技 (7競技 )

デモンス トレーションスポーツ

県内に居住 している者を対象として実施する競技 (※大会ごとに種目を決

定)例 :モ ルック (高千穂町)、 森林セラピーウオーキング (日 え影町)、 フロ

アカーリング (五 ヶ瀬町)、 ラジオ体操 (宮崎市他)、 サーフイン (日 向市)等

<全国障害者スポーツ大会>

(I)正 式競技 (14競技 )

個人競技

陸上競技 水泳 サッカー テニス

ボート ホッケー ボクシング バレーボール

体操 バスケットボール レスリング セーリング

ウエイトリフティング ハンドボール 白転車 ソフ トテニス

卓球 軟式野球 本日撲 馬術

フェンシング 柔道 ソフトボール バ ドミン トン

弓迫 ライフル射撃 剣道 ラグビーフットボール

スポーツクライミング カヌー アーチェリー 空手道

銃剣道 なぎなた ボウリング ゴルフ

トライアスロン

綱 引 ゲートボール 武術太極拳 パワーリフテイング

グラウンド・ゴルフ バウン ドテニス ェァロビック

陸上競技 水泳 アーチェリー 卓球

フライングデイスク ボウリング ボッチャ



団体競技

オープン競技

広 く障がい者スポーツを普及する観点か ら有効 と諷め られる競技

(※大会 ごとに種 目を決定)

例 スポーツウエルネス吹矢、卓球バ レー、ブライン ドテニス、車いすダンス

等

6高千穂町開催競技及び開催予定施設

【正式競技】

少年男子、少年女子、成年女子は各地区ブロック大会を行い、各 16チ ームが出場

成年男子は全都道府県が参加

【デモンストレーションスポーツ】

バスケットボール 車いすバスケットボール ソフトボール グランドソフ トボール

フットソフトボール バレーボール サッカー

競技名 種 別 開催予定施設

剣迫
全種別

(少年男女、成年男女)

高千穂町武迫館

競技名 主管団体名 開催予定施設

モル ック 高千穂町教育委員会 国見 ヶ丘

`,4

剣道 モ ル ック



報告事項 |

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会設立趣意書

国民スポーツ大会は、広 く国民の間にスポーツを普及 し、スポーツ精神 を高

揚 して国民の健康増進 と体力の向上を図 り、併せて地方スポーツの振興 と地方

文化の発展に寄与するとともに、国民生活を明るく豊かにすることを目的 とし

て開催される国内最大の国民スポーツの祭典です。

本町は、競技スポーツか ら生涯スポーツまで多彩なスポーツ振興に取 り組ん

でおり、国民スポーツ大会が宮崎県で開催され、高千穂町が剣道競技開催地 と

なることは、全国に剣道のまち高千穂町を発信するとともに、町民のスポーツ

ヘの関
`む

を高め、スポーツを通 した町民の健康増進や生きがいづ くり、更なる

スポーツの振興に寄与することが期待されます。

また、大会の開催は、宮崎県内随―の観光地でもある本町の多彩な魅力を全

国に発信する絶好の機会であり、 このような意義ある大会を成功に導 くため、

町民 。関係団体・企業・行政の協働により開催準備に取 り組んでいく雖要があ

るため、「日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会」を設立いた します。

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会設立発起人

高千穂町長            甲斐 宗え

高千穂町議会議長         坂本 弘明

高千穂町スポーツ協会会長     甲斐 教也

高千穂町商二会会長        藤本 浩

高千穂町観光協会会長       竹尾 通洋

高千穂町白治公民館連絡協議会会長 佐藤 則義

高千穐町教育委員会教育長     戸敷 二郎



第 1号議案

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会会則 (案 )

第 1章 総則

(名 称)

第 1条 この会は、日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会 (以下「実行委員会」

という。)と 称する。

(目 的)

第 2条 実行委員会は、第 81回国民スポーツ大会 (以下「大会」という。)を 開催す

るために挺要な準備、業務を行うことを目的とする。

(事業)

第 3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(I)大会開催に挺要な方針及び計画の策定に関すること。

(2)大会における実施競技及び競技会場に関すること。

(3)競技施設及び関連施設に関すること。

(4)大会開催及び準備のための経費に関すること。

(5)関係行政機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(6)そ の他実行委員会の目的達成に捲要な事業に関すること。

第 2章 組織

(構成)

第 4条 実行委員会は、会長及び委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。

(|)町の代表者及び役職員

(2)町議会を代表する者

(3)関係競技団体、関係行政機関、並びに関係団体の代表者及び役職員

(4)学識経験を有する者

(5)そ の他大会の開催準備に関係のある団体の代表者等

(役員)

第 5条 実行委員会に、次の役員を置く。

(|)会長

(2)副 会長

(3)委 員

(4)監事

(役員の選任)

第 6条 会長は、高千穂町長をもって充てる。     ・

2 副会長は、会長を除く設立発起人とする。

3 監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。



(役員の職務)

第 7条 会長は、実行委員会を代表 し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐 し、会長に事故あるときは、あらか じめ会長が指名 した副会

長が、その職務を代理する。

3 監事は、実行委員会の財務を監査する。

(任期等)

第 8条 委員及び役員 (以下「委員等」 という。)の任期は、委嘱されたときから実行

委員会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞ

れの所属機関又は団体等の役職を離れた場合は、その委員等は、辞任 したものとみな

し、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。

2 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、雖要にAじ て補充す

ることわヾできる。

3 会長は、前 2項の規定により委員等の変更があった場合は、次の総会において報告

する。

4 委員等の報償費は 5,000円 とする。また別途費用弁償を支給する。

(顧問及び参与)

第 9条 実行委員会に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、会長が委嘱する。

3 顧間は、会務の童要な事項について、会長の諮問にAじ 助言を行う。

4 参与は、会長が必要と認める事項について、助言する。

5 顧問及び参与の任期等は、前条の規定を準用する。

第 3章 会議

(会議の種類)

第 10条 実行委員会に、次の会議を置く。

(I)総会

(2)専門委員会

(総会)

第 |1条 総会は、会長及び委員をもって構成する。

2 総会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に行 う総会は、教育委員会が

招集する。

3 総会の議長は、会長又は会長が指名 した者がこれにあたる。

4 総会は、次に掲げる事項について審議 し、決定する。

(|)高千穂町での開催の基本方針に関すること。

(2)会則の制定及び改廃に関すること。

(3)事業計画及び事業報告に関すること。

(4)予算及び決算に関すること。

(5)専 門委員会に委任する事項に関すること。



(6)そ の他重要な事項に関すること。

5 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会 し、議決することはできない。ただし、

総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委

任 し、又は書面で議決にカロわることができる。

6 総会の議事は、出席委員 (代理人に権限を委任 し、又は書面で議決にカロわった者を

含む。)の過半数で決 し、可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門委員会)

第 12条 専門委員会は、会長が委嘱 した専門委員をもって構成する。

2 専門委員会は、実行委員会から付託された事項について調査審議 し、その結果を実

行委員会に報告 し、承諷を得なければならない。

3 専門委員会は、実行委員会から委任された事項について審議決定し、その結果を実

行委員会に報告する。

4 第 8条の規定は、専門委員の任期について準用する。

5 前各項に定めるもののほか、専門委員会に関 し雖要な事項は、実行委員会に諮 り、

会長が別に定める。

第 4章 会長の専決処分

(会長の専決処分)

第 13条 会長は、総会及び実行委員会 (以下「総会等」という。)を 招集する時間的

余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易

なものについては、これを専決処分することができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分 したときは、これを次の総会等において報告 し、

その承調を求めなければならない。

第 5章 事務局

(事務局)

第 14条 実行委員会の事務を処理するため、高千穂町教育委員会に事務局を置く。

2 事務局に関し搭要な事項は、会長が別に定める。

第 6章 会計

(経費)

第 15条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。

(予 算及び決算)

第 16条 実行委員会の収支予算は、縦会の議決により定め、収支決算は、監事の監査

を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第 17条 実行委員会の会計年度は、毎年 4月 I日 に始まり、翌年 3月 31日 に終わる。

2 実行委員会の会計に関しX要な事項は、会長が別に定める。



第 7章 補則

(委任)

第 18条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し盤要な事項は、会長

が別に定める。

附 則

| この会則は、今和 6年 +1月 25日 から施行する。

2 実行委員会の設立当初の会計年度は、第 17条の規定にかかわらず、この会則の施

行の日から今和 7年 3月 31日 までとする。



第 2号議案

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会名簿 (案 )

(順不同・敬称略)

番号 役職名 所属団体 役職 氏名

| 会長 高千穂町 田丁長 甲斐 宗え

2 副会長 高千穂町議会 議長 坂本 弘明

3 ″ 高千穂町スポーツ協会 会長 甲斐 教也

4 〃 高千穂町商工会 会長 藤本 浩

5 〃 高千穂町観光協会 会長 竹尾 通洋

6 ″ 高千穂町自治公民館連絡協議会 会長 佐藤 則義

7 ″ 高千穂町教育委員会 教育長 戸敷 二郎

8 委 員 高千穂町 副町長 藤本 昭人

9 ″ 高千穂町議会文教厚生常任委員会 委員長 佐藤 キ
ヽ

つ■
ヽ

10 ″ 宮崎県剣迫連盟 会長 橋口 光博

|| 〃 宮崎県剣迫違盟 副会長兼強化部長 興揺 孝明

12 〃 宮崎県剣道連盟 理事長 失野 節男

13 〃 宮崎県剣道連盟西臼杵支都 理事長 工藤 浩章

14 ″ 高千穂町校長会 会長 榎本 英雄

15 ″ 宮崎県立高千穂高等学校 校 長 長友 美紀

16 ″ 高千穂町スポーツ推進委員協議会 会長 輿オ呂 晃

17 ″ 高千穂町社会福祉協議会 会長 奥相 久利

18 ″ 高千穂町ボランテイア連絡協議会 会長 市野 辰廣

17 〃 高千穂町旅館業組合 組合長 佐藤 功宏

20 〃 高千穂町料理飲食店組合 支部長 児嶋 佐代子

21 〃 宮崎県農業協同組合高千穂地区本部 本部長理事 佐藤 友則

22 ″ 高千穂町消防団 団長 馬原 祥

23 〃 西臼杵支庁 支庁長 黒岩 賢ニ

24 〃 高千樵警察署 署長 井上 司

25 ″ 西臼杵広域行政事務組合病院事業 事業管理者 寺尾 公成

26 ″ 西臼杵広域行政事務組合消防本部 消防長 日高 一昭

27 ″ 宮崎交通株式会社 廷岡営業所 所長 甲斐 忠

28 〃 高千穂保健所 所長 河野 慎二

27 ″ 高千穂町役場 総務課長 輿オ呂 貴俊

30 〃 高千穂町役場 企画観光課長 安在 浩

31 監事 高千穂町 監査委員 中尾 清美

32 ″ 高千穂町 会計管理者 佐藤 美和

33 顧 問 宮崎県議会 議員 佐藤 雅洋

34 ″ 高千穂町教育委員 職務代理者 佐藤 幸男



日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会専門委員会名簿 (案 )

【委員長、露こ委員長、委員で構成する】

【総務企画専門委員会】

【競技式典専門委員会】

【宿泊衛生専門委員会】

【輸送警備専門委員会】

番号 役職名 所属団体 役職 氏名

| 高千穂町自治公民館連絡協議会

2 高千穂町議会文教厚生常任委員会

3 高千穂町校長会

4 高千穂町社会福祉協議会

5 高千穂町ボランテイア連絡協議会

6 西臼杵支庁

7 高千穂町役場総務課

番号 役職名 所属団体 役職 氏名

| 高千穂町スポーツ協会

2 宮崎県剣迫違盟

3 宮崎県剣迫連盟

4 宮崎県剣迫連盟

5 宮崎県剣道連盟西臼杵支部

6 宮崎県立高千穂高等学校

7 高千穂町スポーツ推進委員協議会

番号 役職名 所属団体 役職 氏名

| 高千穂町商工会

2 高千穂町観光協会

3 高千穂町旅館業組合

4 高千穂町料理飲食店組合

5 宮崎県農業協同組合高千穂地区本部

6 西臼杵広域行政事務組合病院事業

7 高千穂保健所

8 高千樵町役場企画観光課

番号 役職名 所属団体 役職 氏名

| 高千穂町消防団

2 高千穂警察署

3 西臼杵広域行政事務組合消防本部

4 宮崎交通株式会社 廷岡営業所



事務局 (今和 6年度)

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会組織図

総会 (最高議決機関)

O開催方針に関すること。

O会則の制定及び改廃に関すること。

O事業計画及び事業報告に関すること。

O予算及び決算に関すること。

O専門委員会に委任する事項に関すること。

Oそ の他重要な事項に関すること。

番号 所属団体 役職 氏名

| 高千穂町教育委員会 次長兼教育総務課長 林 謙一

2 高千穂町教育委員会 課長ネ甫佐 佐藤 純子

3 高千穂町教育委員会 国民スポーツ大会推進係長 原田 貴彦

4 高千穂町教育委員会 主任主事 児玉 龍え介

専門委員会 (調査、研究)

O総会からの付託事項を調査審議 し報告する。

輸送警備専門委員会
。輸送交通に関すること。

・警備消防に関すること。

など

競技式典専門委員会

・競技に関すること。

・式典に関すること。

・施設に関すること。

など

総務企画専門委員会

・総務企画に関すること。

・町民への広報活動に関す る

こと。

など

宿泊衛生専門委員会

・宿泊に関すること

・医療救護に関する
。食品衛生に関する
。環境衛生に関する

と

と

と

ど

。
こ

こ

う
」
な



〔成男〕成年男子 〔身〕身体障がい者が出場できる競技

〔成女〕成年女子 〔知〕知的障がい者が出場できる競技

〔少男〕少年男子 〔精〕精神障がい者が出場できる競技

〔少女〕少年女子 ■剣道

◆モルツク

高千穂町

■軟式野球

■ソフトボール〔成男〕

◆ラジオ体操

し

■バレーボール(ビーチバレー)

■バスケットボール〔少男・少女〕

■軟式野球

■ソフトボール〔少男・少女〕

◆サーフィン

=ブ
ラインドベースボール〔身〕

◆フロアカーリング

■相撲 ■なぎなた

◆森林セラピー

ウォーキング

■水泳 (オープンウォータースイミンクう

■バレーボール (6人制)〔成女〕

■体操 (競技・新体操)

■軟式野球 ■柔道

■ソフトボール〔成男〕

●武術太極拳

●パワーリフテイング

◆3B体操 ◆ウォーキング

=フ
ットソフトボール欧日〕

■iノ ス`ケツトボールl矢日〕

i:車 いすバスケツトボール〔身〕

■スポーツクライミング

●エアロビツク

◆エンジョイエアロビック
■バスケットボール〔少女〕

◆キャッチング・ザ・スティック

◆ボッチヤ

◆ラダーゲツター

廷三市
日之影働∫

◆A」TAスポーツ玉入れ
,台 |▼村

P3,町

0
■ホッケー

◆en」 oy T&F GP

◆ラジオ体操

◆アームレスリング

推葉村

◆トレツキング

■バレーボール (6人制 )〔 少女〕

■体操 (ト ランホリン)

■ウエイトリフティング

■カヌー (ス ブリント)

■ローイング

◆ソフトバレーボール

rバレーボール 〔十れ

木城町
西米良将

小林市 目営町
後町エアーチェリー〔身〕

■アーチェリー

◆健幸増進グラウンド・ゴルフ

葛原町

宮崎市

■サッカー〔少女〕

■軟式野球

◆少年サッカー◆ウォーキング

◆ミュージックレクリエーション

三股町

■ボクシング

◆ウォーキング

◆スポーツウエルネス吹矢

■フェンシング
■サッカー〔成男〕

■ハンドボール〔成男・成女〕

■馬術

◆ミニテニス

◆ノルディックウォーキング

■銃剣道

■陸上競技

■バレーボール (6人制)〔 少男〕

■バスケットボール〔成男・成女〕

■ソフトテニス〔成男・成女〕

●ゲートボール

●バウンドテニス

◆パークゴルフ

◆U12バスケットボール

ニ陸上競技〔身・知〕

Iボッチヤ〔身〕

三バレーボール〔身〕
■水泳(競泳・水球・アーテイスティツクスイミング)

■ソフトボール〔成女〕 ■テニス ■ライフル射撃

■ハンドボール ■ラグビーフツトボール

■自転車 (ト ラック)■空手道 ■ソフトテニス〔少男・少女〕

■ボウリング ■卓球 ■ゴルフ ■トライアス回ン

◆ラジオ体操 ◆少林寺拳法 ◆BMX・ スケートボード

◆ビリヤード ニ水泳〔身・矢日〕 ●ボウリンクと知|

三卓球(サウンドテーフルテニス含む)〔 身・知・精〕

=フ
ラインクデイスク〔身,知〕 rソ フトボール〔矢B〕

■弓道

■自転車 (ロ ード)

◆少年・少女レスリング

◆ジュニアサツカー

■バレーボール (6人制)〔戒男〕

■レスリング

ロセーリング

■高等学校野球

0綱引

◆ターゲット・バード劫 レフ

iア レヽーボール〔矢日〕

F号川町

延岡市 日向市

五ヶ瀬町 日之影町

木II魂町

美郷町

小林市
諸塚村

権葉村

高原町

繭著騒市

函米良村
都城市

えびの市

国富町

三般町

営聯

口南市

串間市

■サッカー〔少男〕

◆ユニカール

Ξサッカー〔知〕

新富釘

■軟式野球

◆ウォーキング

◆フレッシュグラウンド・二劫レフ

■軟式野球

■バドミントン

高鍋町

■カヌー (スラローム・

ワイルドウォーター)

はり洋りft浙 水町

■水泳 (飛込)

熊本県熊本市

Ⅲecl反はこちら

ひなた宮崎
こく           しよう

回スポ・障スポ競技会場 鰯令和6年 9月時点

Hi正式競技(37)・ 特別競技(1)●…公開競技(6)◆…デモンストレーションスポーツ(37)

〓…正式競技 (14)
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高鍔
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公式 HP instagram
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日本モルック協会
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ゲームスター ト時の配置です。 倒 した本数によって

点数が決まります。

モルックとは?

スキットルは、

倒された地点で再び立てます。

“轟
3～4mあける

JMA主催のゲームでは、

3_5mを 基準としていますⅢ

，
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，
】
■
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曲

途
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】
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呼

自
１
】
■
▼◆複数本の場合→倒れた本数が点数

◆ 1本の場合→書かれた数字が点数

111点 |

、ヽ、__… ___/｀
｀ゝ

逸2チーム以上で対戦します。

投榔順を決め、順番にモルックを

投げてスキットルを倒します。

臨

を繰 り返 し、先に 50点 ぴ っ た りになるまで得点 した方が勝ち !

●完全にスキットルが倒れないと

点数はカウン トされません。

●50点を超えた場合は、

25点に戻 ります。

●3回連続 ミスすると0点になり、

失格となります。
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日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会第 十回総会 次第

1 議事

第 1号議案

第 2号議案

第 3号議案

第4号議案

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町開催基本方針 (案 )

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会今和 6年度事業

計画 (案 )

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会今和 6年度収支

予算 (案 )

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会専門委員会への

委任事項 (案 )



第 1号議案

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町開催基本方針 (案 )

1 基本方針

第81回 国民スポーツ大会 。第26回全国障害者スポーツ大会 (日 本のひな

た宮崎国スポ 。障スポ)は町民、各種関係団体、行政が協働で大会運営を行い

高千穂町の魅力を全国に発信する大会を目指します。

また、この国民スポーツ大会を開催することにより、町民のスポーツヘの関

J道 を高め、スポーツを通し高千穂町の将来像である「世界に誇る地域資源を活

かし豊かでみんなが輝く 神話と伝説のまち 高千穂」の実現に向けて、町民

の健康増進や生きがいづくり、スポーツ文化の発展に寄与する大会として開催

します。

2 実施 目標

(I)町民参加・協働による大会

町民の参加意識の高揚 を図り、町民、各種関係団体、行政が緊密に連携

し、国民スポーツ大会の成功を目指 します。

(2)高千穂町の魅力を発信する大会

本町の自然や伝統文化、風土、食文化などの世界に誇 る地域資源を活か

し、′dの こもったおもてな しで迎え高千穂町の魅力を発信する大会を目指

します。

(3)スポーツの振興に繁がる大会

国民スポーツ大会の開催を契機として、町民のスポーツヘの関ミを高

め、スポーツを通して町民が「楽しさ」や「喜び」を感じることができる

だけでなく、町民の健康づくりや競技スポーツ及び生涯スポーツの推進に

繁がる大会を目指します。



第 2号議案

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会

今和 6年度事業計画 (案 )

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会の今和 6年度事業計画は、次の

とおりとする。

1 会議の開催

(I)総会

(2)専門委員会

2 開催準備業務の推進

(I)各種基本計画の策定

(2)その他競技会の開催準備に係 る事項の推進

3 関係機関及び競技団体 との連絡調整

(1)宮崎県実行委員会 との連絡調整

(2)競技団体 との連絡調整

4 先催地の開催準備に係 る調査・研究

(1)SAGA2024国 民スポーツ大会後催県説明会出席

(2)先催地準備状況等の情報 1又集



第 3号議案

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会

今和 6年度収支予算 (案 )

叫又人 単位 :円

2 支出 単位 :円

年度途中での実行委員会立ち上げとなったため、R6年度予算につきましては、

一般会計で予算計上しております。

科 目 予算額 備考

負担金 0

雑収入 0

合計 0

科 目 予算額 備考

総務費
会議費 0

事務局費 0

開催推進費
調査費 0

広報啓発賣 0

合計 0



第 4号議案

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会

専門委員会への委任事項 (案 )

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会会則第 |1条第4項第 5号に基

づく総会から専門委員会への委任事項は次のとおりとする。

1 大会開催に関する総合計画及び運営に関すること。

2 町民への広報活動及び機運の醸成に関すること。

3 競技会場、競技運営及び式典に関すること。

4 宿泊、医療衛生及び食品衛生などに関すること。

5 輸送、交通、警備及び消防に関すること。

6 その他会務に踏要な事項に関すること。


